
戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
の
支
給
に
つ
い
て

　

戦
後
75
周
年
に
当
た
り
、今
日
の
日
本

の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
戦
没
者
な

ど
に
、国
と
し
て
改
め
て
弔
慰
の
意
を
表

す
る
た
め
、そ
の
遺
族
に
特
別
弔
慰
金（
記

名
国
債
）を
支
給
し
ま
す
。

　
前
回
の
特
別
弔
慰
金
を
受
け
ら
れ
た
方

も
改
め
て
請
求
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▼
支
給
対
象
者

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、令
和
2
年
4
月
1
日
に
お
い
て
、

「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」や「
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

遺
族
年
金
」な
ど
を
受
け
る
方（
戦
没
者

な
ど
の
妻
や
父
母
な
ど
）が
い
な
い
場

合
に
、次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
遺

族
一
人
に
支
給

　
⑴
令
和
2
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔

慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

　
⑵
戦
没
者
な
ど
の
子

　
⑶
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
②
孫
③
祖

父
母
④
兄
弟
姉
妹

　
　
（
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、戦
没

者
と
生
計
関
係
を
有
し
て
い
る
か
否

か
な
ど
に
よ
り
、順
位
が
異
な
り
ま

す
。）

　
⑷
上
記
⑴
〜
⑶
以
外
の
戦
没
者
な
ど
の

三
親
等
内
の
親
族（
甥・姪
な
ど
）

　
　
（
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
方
に
限
る
）

▼
支
給
内
容

　
額
面
25
万
円
、５
年
償
還
の
記
名
国
債

▼
請
求
期
間

令
和
5
年
3
月
31
日
ま
で

（
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
十
一
回
特

別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
）

問
・
請
求

・
(市)
福
祉
課
　
生
活
支
援
係

　（
吉
川
町
以
外
の
方
）

・
(市)
吉
川
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
健
康

福
祉
課
　
☎
7
2
―
2
2
1
0

　（
吉
川
町
の
方
）

令
和
元
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
決
算
見
込
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
(市)
医
療
保
険
課
　
国
民
健
康
保
険
係

　

国
民
健
康
保
険
会
計
の
決
算
状
況
は
、

保
険
税
収
入
が
見
込
み
額
を
大
き
く
下
回

り
、2
年
連
続
の
赤
字
と
な
り
不
足
分
は

翌
年
度
会
計
か
ら
繰
り
上
げ
て
補
い
ま
し

た
。60

歳
以
降
も
働
く
方
が
増
え
、社
会
保

険
に
引
き
続
き
加
入
さ
れ
る
方
が
増
加
し

て
い
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
国
保
加
入
者

が
減
少
し
て
い
る
た
め
、保
険
税
の
収
入

は
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、高

齢
化
や
医
療
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、一
人

あ
た
り
の
保
険
給
付
費（
医
療
費
）は
増
加

し
て
い
る
た
め
、本
市
の
国
民
健
康
保
険

会
計
の
財
政
は
、た
い
へ
ん
厳
し
い
状
況

が
続
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

　
今
後
は
、疾
病
の
早
期
発
見
、早
期
治
療

の
た
め
に
町
ぐ
る
み
健
診
の
受
診
勧
奨

や
、ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進

な
ど
医
療
費
の
削
減
や
保
険
税
の
収
納
率

向
上
に
取
組
む
と
と
も
に
、適
正
な
税
率

設
定
に
向
け
た
検
討
を
行
い
、財
政
状
況

の
改
善
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

収入
92億643万円

支出
94億384万円

国民健康保険税
15億5,964万円

一般会計繰入金
（法定内）
5億5,654万円

一般会計繰入金
（法定外、赤字補てんなど）
2億3,579万円

その他諸収入
1,899万円

国・県からの補助金
68億3,547万円

国保事業費納付金
（県に納付）
25億3,847万円

保険給付費（医療費）
66億2,265万円

総務費（人件費など）
9,326万円

諸支出金
7,117万円

保健事業費
5,970万円

前年度繰上充用金
（平成30年度の
 赤字の補てん）
1,859万円

収入額 支出額 差　引

令和元年度 92億 643万円 94億 384万円 △1億9,741万円

平成30年度 96億5,866万円 96億7,725万円 △1,859万円

特
別
指
定
区
域
制
度
の
ご
案
内

　
市
街
化
調
整
区
域
は
、市
街
化
を
抑
制

す
る
た
め
に
建
築
が
制
限
さ
れ
て
い
る
区

域
で
す
。
こ
の
た
め
、人
口
が
減
少
し
、地

域
の
活
力
が
低
下
す
る
な
ど
の
課
題
が
あ

り
ま
す
。

　
特
別
指
定
区
域
制
度
は
、市
街
化
を
促

進
し
な
い
範
囲
で
、建
築
制
限
を
一
部
緩

和
す
る
も
の
で
す
。
市
で
は
、平
成
25
年

に
、こ
の
制
度
に
よ
る
地
縁
者
の
住
宅
区

域
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
活
用
し
、区
域
を
追
加・新

規
指
定
ま
た
は
制
度
の
勉
強
会
を
検
討
す

る
自
治
会
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
の
自
治
会

　
市
街
化
調
整
区
域
を
含
む
自
治
会

▼
主
な
区
域
の
種
類
と
内
容

・
地
縁
者
の
住
宅
区
域

　
　
（
周
辺
の
市
街
化
調
整
区
域
に
10
年

以
上
居
住
し
た
こ
と
の
あ
る
人
の
住

宅
区
域
）

　
・
新
規
居
住
者
の
住
宅
区
域

　
　
（
人
口
が
減
少
し
て
い
る
集
落
に
お

い
て
誰
で
も
居
住
で
き
る
住
宅
区

域
）

問
(市)
建
築
住
宅
課
　
指
導
係

北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

病
院
フ
ェ
ス
タ
の
開
催
を
中
止
し
ま
す

10
月
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た
病
院

フ
ェ
ス
タ
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、今
年
度
は
開
催
を
中
止
し

ま
す
。

　
今
後
と
も
病
院
運
営
に
、ご
理
解
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
病
院
フ
ェ
ス
タ
実
行
委
員
会
事
務
局

（
経
営
管
理
課
）

☎
8
8
―
8
8
0
0

　（
吉
川
町
の
方
）

76.1MHz エフエムみっきぃ　http://www.fm-miki.jp/　☎86－0761　FAX 86－1761　　 761@fm-miki.jp

安全・安心を提供できる放送局をめざして

コミュニティ放送局は、災害時に市民の生命と安全を守るため、きめ細やかな災害情報やライフライ
ン情報などを発信することが求められます。東日本大震災では被災地のコミュニティ放送局が災害情
報の発信に大きな役割を果たしました。地域での防災情報や有事の際における災害情報の伝達手段と
しての役割はさらに大きくなっています。

●エフエム三木防災システムの紹介
　 Jアラート（全国瞬時警報システム）による防災
情報伝達

　 　三木市に関わる気象警報・注意報や震度4以
上の地震速報、弾道ミサイルなどの武力攻撃な
どの緊急情報を自動音声で放送中でも強制的
に割り込み、瞬時にお伝えします。

●救急特集
　 9日（水）の番組内（午前11時10分～）で救急
救命士と看護師に、命に関わる緊急時の対処方
法についてお聞きします。
9月三木市議会中継　（午前10時～）
 9月 1日（火） 議案上程・市長提案説明
 　 10日（木）、11日（金）、14日（月） 質疑・一般質問
 　 29日（火） 討論・採決など　　（14日は予備日）

く
ら
し

相
　
　
談

健
　
　
康

人
権
の
目

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

募
　
　
集

教
室・講
座

子
育
て

催
し

施
設

みっきぃナビ
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